
報承第１号  

 

 

   西脇市税条例等の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市税条例等の一部を改正する条例を地方自治法（昭和 22年法律

第 67号）第  179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、  

同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。  

 

 

  令和３年４月 15日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、西脇市税条例等を

改正する必要が生じたため。  

 



西脇市専決第２号  

 

 

   西脇市税条例等の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市税条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法  

（昭和 22年法律第 67号）第  179条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分する。  

 

 

  令和３年３月 31日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 



 
 

 
西

脇
市

税
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

   
（

西
脇

市
税

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

西
脇

市
税

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

8
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
２
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ

き
給
与
支
払
者
が
令
第
48
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規

定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の

提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的

方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
及
び
第
53
条
の
９
第
３
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
（
略
）
 

 
（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
公

的
年
金
等
支
払
者
が
令
第
48
条
の
９
の
７
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２
の
２
に

規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書

の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
（
略
）
 

 
（
特
別
徴
収
税
額
）
 

第
53
条
の
８
 
第
53
条
の
７
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
税
額
と
す
る
。
 

⑴
 
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
提
出
し
た
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
 

（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
53
条
の
10
第
１
項
に
お
い
て
「
退

職
所
得
申
告
書
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
支
払
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
年
に
お
い
て
支

払
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
他
の
退
職
手
当
等
で
既
に
支
払
が
さ
れ
た
も
の
（
次
号
及
び

次
条
第
１
項
に
お
い
て
「
支
払
済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
」
と
い
う
。
）
が
な
い
旨
の
記

載
が
あ
る
場
合
 
そ
の
支
払
う
退
職
手
当
等
の
金
額
に
つ
い
て
第
53
条
の
３
及
び
第
53
条

の
４
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
税
額
 

 
⑵
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

 
（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
２
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ

き
給
与
支
払
者
が
所
得
税
法
第
 1
98
条
第
２
項
に
規
定
す
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承

認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出

に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で

あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
（
略
）
 

 
（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
公

的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
６
第
６
項
に
規
定
す
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署

長
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書

の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
（
略
）
 

 
（
特
別
徴
収
税
額
）
 

第
53
条
の
８
 
第
53
条
の
７
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
税
額
と
す
る
。
 

⑴
 
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
提
出
し
た
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
 

（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
２
項
及
び
第
53
条
の
10
第
１
項
に
お
い
て
「
退
職
所
得
申
告
書
」

と
い
う
。
）
に
、
そ
の
支
払
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
年
に
お
い
て
支
払
う
べ
き
こ
と
が
 

確
定
し
た
他
の
退
職
手
当
等
で
既
に
支
払
が
さ
れ
た
も
の
（
次
号
及
び
次
条
第
１
項
に
お
 

い
て
「
支
払
済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
」
と
い
う
。
）
が
な
い
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
 
 

そ
の
支
払
う
退
職
手
当
等
の
金
額
に
つ
い
て
第
53
条
の
３
及
び
第
53
条
の
４
の
規
定
を
適
 

用
し
て
計
算
し
た
税
額
 

⑵
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 



  
（
退
職
所
得
申
告
書
）
 

第
53
条
の
９
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
は
、
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由

す
べ
き
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
が
令
第
48
条
の
18
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の

２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
に
対
し
、
当

該
退
職
所
得
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
退
職
所
得
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
所
得
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、

「
支
払
を
す
る
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
支
払
を
す
る
者
が
提
供
を
受
け
た

と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
す
る
。
 

 
（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

第
81
条
の
４
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の

税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

⑴
 
法
第
 4
51
条
第
１
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
 1
00
分
の
１
 

 
⑵
 
法
第
 4
51
条
第
２
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
 1
00
分
の
２
 

 
⑶
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
10
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
削
る
）
 

３
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

５
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

10
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

 
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

 

 
（
退
職
所
得
申
告
書
）
 

第
53
条
の
９
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

    （
新
設
）
 

    
（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

第
81
条
の
４
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の

税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

⑴
 
法
第
 4
51
条
第
１
項
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
 

適
用
を
受
け
る
も
の
 
 1
00
分
の
１
 

⑵
 
法
第
 4
51
条
第
２
項
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
 

適
用
を
受
け
る
も
の
 
 1
00
分
の
２
 

 
⑶
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
10
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
法
附
則
第
15
条
第
８
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

５
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

10
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
 

 
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

12
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

 



 12
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

13
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第
15
条
第
34
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
第
35
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

（
削
る
）
 

16
 
法
附
則
第
15
条
第
42
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

17
・
18
 
（
略
）
 

 
（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）
 

第
11
条
 
（
略
）
 

 
（
令
和
４
年
度
又
は
令
和
５
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）
 

第
11
条
の
２
 
市
の
区
域
内
の
自
然
的
及
び
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
類
似
の
利
用
価
値
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か
つ
、
市
長
が
土
地
の
修
正
前
の
価
格

（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格
を
い
う
。
）
を
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
す
る
こ
と
が
固
定
資
産
税
の
課
税
上
著
し
く
均
衡
を
失
す
る
と

認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第
61
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
４
年
度
分
又
は
令
和
５
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
当

該
土
地
の
修
正
価
格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
価
格
を
い
う
。
）
で

土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
17
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
令
和
４
年
度
適
用
土
地
又
は
令
和
４
年
度
類
似

適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和
５
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第

61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す

る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

 
（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
特
例
）
 

第
12
条
 
宅
地
等
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
 1
00
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗

じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い

う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
令
和
４
年
度
分
及
び
令
和
５
年
度
分
の

宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分
の
６
を
乗
じ
て
得

 

13
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第
15
条
第
34
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
第
38
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

16
 
法
附
則
第
15
条
第
39
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

17
 
法
附
則
第
15
条
第
41
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
零
と
す
る
。
 

18
 
法
附
則
第
15
条
第
47
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

19
・
20
 
（
略
）
 

 
（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）
 

第
11
条
 
（
略
）
 

 
（
令
和
元
年
度
又
は
令
和
２
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）
 

第
11
条
の
２
 
市
の
区
域
内
の
自
然
的
及
び
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
類
似
の
利
用
価
値
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か
つ
、
市
長
が
土
地
の
修
正
前
の
価
格

（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格
を
い
う
。
）
を
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
す
る
こ
と
が
固
定
資
産
税
の
課
税
上
著
し
く
均
衡
を
失
す
る
と

認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第
61
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
元
年
度
分
又
は
令
和
２
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
当

該
土
地
の
修
正
価
格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
価
格
を
い
う
。
）
で

土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
17
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
令
和
元
年
度
適
用
土
地
又
は
令
和
元
年
度
類
似

適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和
２
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第

61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す

る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

 
（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
特
例
）
 

第
12
条
 
宅
地
等
に
係
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
 1
00
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
 

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
 

の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
 

て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
 

額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
 

う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

 ２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の

各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該

商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分
の
６
 

 



  
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
又
は
附

則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年

度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
を

超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

 ３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
令
和
４
年
度
分
及
び
令
和
５
年
度
分
の

宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た

額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
又
は
附
則
第

15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に

こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
に
満
た
な
い

場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

４
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
 0
.6
以
上
 0
.7
以
下
の
も

の
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第
 3
49
条
の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商

業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置
固
定

資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

５
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
 0
.7
を
超
え
る
も
の
に
係

る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
10
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と

し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
 

 
（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
特
例
）
 

第
13
条
 
農
地
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額

は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率

を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
額
）
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

 

 
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定

資
産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す

る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の

各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該

宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分
の
２
を

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
 

又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
 

度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
に
 

満
た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

４
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
 0
.6
以
上
 0
.7
以
下
の
も
 

の
に
係
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１
 

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
 

分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
 

て
法
第
 3
49
条
の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
 

業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
 

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
 

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置
固
定
 

資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

５
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
 0
.7
を
超
え
る
も
の
に
係

る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
10
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
 

し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
 

 
（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
特
例
）
 

第
13
条
 
農
地
に
係
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額

は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
 

準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
農
地
に

係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定

資
産
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
 

 



 べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い

う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

（
略
）

 
（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
15
条
 
附
則
第
12
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附
則
第
11

条
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
 3
49
条
の
３
、
第
 3
49
条
の
３
の
２

又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
に
対

し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い

て
は
、
第
 1
37
条
第
１
号
及
び
第
 1
40
条
の
５
中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則
第
12
条

第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
11
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
の
う
ち
平
成
18
年
１
月

１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有

税
に
つ
い
て
は
、
第
 1
37
条
第
２
号
中
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」

と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
法
附
則
第
11
条
の
５
第
１

項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
い
 

 
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
し
、
「
令
第
54
条
の
38
第
１
項
に
規
定
す
る
価

格
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
54
条
の
38
第
１
項
に
規
定
す
る
価
格
（
法
附
則
第
11
条
の
５
第
１

項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗

じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。
 

３
～
５
 
（
略
）
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

第
15
条
の
２
 
法
第
 4
51
条
第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
10

月
１
日
か
ら
令
和
３
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
（
附
則
第
15
条
の
６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定

期
間
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
80
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
15
条
の
２
の
２
 
（
略
）
 

２
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課

徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第
 4
46
条
第
１
項
（
同
条
第
２
項
又
は
第
３
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
 4
51
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受

け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
29
条
の
９
第
３
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
 

第
16
条
 
法
附
則
第
30
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽
自
動

車
が
最
初
の
法
第
 4
44
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
８
項
ま
で

に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
14
年
を
経
過

 

農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

 
（
略
）

 
（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
15
条
 
附
則
第
12
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附
則
第
11

条
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
 3
49
条
の
３
、
第
 3
49
条
の
３
の
２

又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
に
対

し
て
課
す
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い

て
は
、
第
 1
37
条
第
１
号
及
び
第
 1
40
条
の
５
中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則
第
12
条

第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
11
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
の
う
ち
平
成
18
年
１
月

１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有

税
に
つ
い
て
は
、
第
 1
37
条
第
２
号
中
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」

と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
法
附
則
第
11
条
の
５
第
１

項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
い
 

 
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
し
、
「
令
第
54
条
の
38
第
１
項
に
規
定
す
る
価

格
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
54
条
の
38
第
１
項
に
規
定
す
る
価
格
（
法
附
則
第
11
条
の
５
第
１

項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗

じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。
 

３
～
５
 
（
略
）
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

第
15
条
の
２
 
法
第
 4
51
条
第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
 

む
。
）
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
 

て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
10
月
１
日
か
 

ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
（
附
則
第
15
条
の
６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
 

い
う
。
）
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
80
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動
車
 

 
税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
15
条
の
２
の
２
 
（
略
）
 

２
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課

徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第
 4
46
条
第
１
項
（
同
条
第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
 4
51
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
 

29
条
の
９
第
３
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
 

第
16
条
 
法
附
則
第
30
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽
自
動

車
が
最
初
の
法
第
 4
44
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
５
項
ま
で

に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
14
年
を
経
過
 

 



  
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
82
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）

２
 
法
附
則
第
30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る

第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自

動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

  
（
略
）

３
 
法
附
則
第
30
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
法
第
 4
46
条
第
１
項
第
３
号
に
規

定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
に
対
す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指

定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄

に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。
 

  
（
略
）

４
 
法
附
則
第
30
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
の
う
ち
３
輪

以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
82
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車

税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

  
（
略
）

５
 
（
略
）
 

６
 
法
附
則
第
30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用

の
乗
用
の
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動

車
が
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受

け
た
場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和

４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合

に
は
令
和
５
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
２
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同

条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。
 

７
 
法
附
則
第
30
条
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
営

業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ

 

 
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
82
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）

２
 
法
附
則
第
30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る

第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
２

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
２
年
度
分
の
軽
自

動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31

日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
 

種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）

３
 
法
附
則
第
30
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
法
第
 4
46
条
第
１
項
第
３
号
に
規

定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
に
対
す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回

車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
２
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当

該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回

車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次

の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）

４
 
法
附
則
第
30
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
の
う
ち
３
輪

以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
82
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
２
年
度
分
の
軽
自
動
車

税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車

税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）

５
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

       （
新
設
）
 

  



  
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両

番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ

ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両

番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
５
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
３
項

の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
30
条
第
８
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
前

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る

第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
３
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
４
年
度

分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
５
年
度

分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
４
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
16
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
８
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該

当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
30
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基

づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 
（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画

税
の
特
例
）
 

第
23
条
 
宅
地
等
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の

額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度

分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度

分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
法
第
 7
02
条
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
同
じ
。
）
に
 1

00
分
の
５

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度

分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
）
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第
 3
49
条
の
３
（
第
18
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗

じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
」
と
い

う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
令
和
４
年
度
分
及
び
令
和
５
年
度
分
の

宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分
の
６
を
乗
じ
て
得

た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
（
第
18

項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地

 
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商

業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お

 

      （
新
設
）
 

        
（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
16
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該

当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
30
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基

づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 
（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画

税
の
特
例
）
 

第
23
条
 
宅
地
等
に
係
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の

額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度

分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度

分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
法
第
 7
02
条
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
同
じ
。
）
に
 1

00
分
の
５

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

法
第
 3
49
条
の
３
（
第
18
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ

て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
」
と
い
 

う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

 
２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の

各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該

商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分
の
６

を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
 

の
３
（
第
18
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
 

け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）

を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
 

 



  
け
る
都
市
計
画
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
市
計
画

税
額
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
令
和
４
年
度
分
及
び
令
和
５
年
度
分
の

宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た

額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
（
第
18
項
を

除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市

計
画
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
市
計
画
税
額

と
す
る
。
 

４
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
 0
.6
以
上
 0
.7
以
下
の
も

の
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
第
１

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度

分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第
 3
49
条
の
３
（
第
18
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置
都
市

計
画
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

５
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
 0
.7
を
超
え
る
も
の
に
係

る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
10
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
（
第
18
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３

ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
都
市

計
画
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

 
（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税

の
特
例
）
 

第
24
条
 
農
地
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額

は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分

の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
（
第
18
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か

ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に

こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当

該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
っ
て
は
、

前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
）
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画

 
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整

都
市
計
画
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
都
市
計
画
税
額
と
す

 
る
。
 

 

場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の

各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該

宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分
の
２
を

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３

（
第
18
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に

お
け
る
都
市
計
画
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都

市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

４
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
 0
.6
以
上
 0
.7
以
下
の
も

の
に
係
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
第
１

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度

分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第
 3
49
条
の
３
（
第
18
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置
都
市

計
画
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

５
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
 0
.7
を
超
え
る
も
の
に
係

る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
10
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
（
第
18
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３

ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
都
市

計
画
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

 
（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税

の
特
例
）
 

第
24
条
 
農
地
に
係
る
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額

は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分

の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
 3
49
条
の
３
（
第
18
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
15
条
か

ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に

こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
 

 
得
た
額
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し

た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
都
市
計
画
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
 

え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

   



 
（
略
）

第
27
条
 
法
附
則
第
15
条
第
１
項
、
第
10
項
、
第
15
項
か
ら
第
19
項
ま
で
、
第
21
項
、
第
22
項
、

第
26
項
、
第
29
項
、
第
33
項
か
ら
第
35
項
ま
で
、
第
37
項
か
ら
第
39
項
ま
で
、
第
42
項
若
し

 
く
は
第
43
項
、
第
15
条
の
２
第
２
項
、
第
15
条
の
３
又
は
第
63
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各

 
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
 1
41
条
第
２
項
中
「
又
は
第
33
項
」
と
あ
る
の
は
「
若

 
し
く
は
第
33
項
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
63
条
」
と
す
る
。
 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
）
 

第
30
条
 
（
略
）
 

２
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例

法
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第

 
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
15
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
17
年
度
」

と
、
「
令
和
３
年
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
４
年
」
と
す
る
。
 

 

（
略
）

第
27
条
 
法
附
則
第
15
条
第
１
項
、
第
13
項
、
第
18
項
か
ら
第
22
項
ま
で
、
第
24
項
、
第
25
項
、

第
29
項
、
第
33
項
、
第
37
項
か
ら
第
39
項
ま
で
、
第
42
項
か
ら
第
44
項
ま
で
、
第
47
項
若
し
 

く
は
第
48
項
、
第
15
条
の
２
第
２
項
、
第
15
条
の
３
又
は
第
63
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
 

年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
 1
41
条
第
２
項
中
「
又
は
第
33
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
 

し
く
は
第
33
項
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
63
条
」
と
す
る
。
 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
）
 

第
30
条
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

    

 
（

西
脇

市
税

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
２

条
 

西
脇

市
税

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

令
和

２
年

西
脇

市
条

例
第

2
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 第
２
条
 
西
脇
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

改
正
後

改
正
前

  
（
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
48
条
 
（
略
）
 

２
～
８
 
（
略
）
 
 

９
 
法
第
 3
21
条
の
８
第
60
項
に
規
定
す
る
 

 
特
定
法
人
で
あ
る
内
国
法
人
は
、
第
１
項
 

 
の
規
定
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
よ
り
行
 

 
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
人
の
市
民
税
の
 

 
申
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
 

 
わ
ら
ず
、
同
条
第
60
項
及
び
施
行
規
則
で
 

 
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
 

 
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
 

 
（
次
項
及
び
第
11
項
に
お
い
て
「
申
告
書
 

 
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
法
第
 7
62
条
 

 
第
１
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
 

 
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
 

 
地
方
税
共
同
機
構
（
第
11
項
に
お
い
て
 

 
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
 

 
方
法
に
よ
り
市
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
 

 
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
（
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
48
条
 
（
略
）
 

２
～
９
 
（
略
）
 
 

10
 
法
第
 3
21
条
の
８
第
42
項
に
規
定
す
る

 
特
定
法
人
で
あ
る
内
国
法
人
は
、
第
１
項

 
の
規
定
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
よ
り
行

 
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
人
の
市
民
税
の

 
申
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

 
わ
ら
ず
、
同
条
第
42
項
及
び
施
行
規
則
で

 
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に

 
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
 

 
（
次
項
及
び
第
12
項
に
お
い
て
「
申
告
書

 
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
法
第
 7
62
条

 
第
１
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用

 
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、

 
地
方
税
共
同
機
構
（
第
12
項
に
お
い
て
 

 
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う

 
方
法
に
よ
り
市
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ

 
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
２
条
 
西
脇
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

改
正
後

改
正
前

 
（
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
48
条
 
（
略
）
 

２
～
８
 
（
略
）
 
 

９
 
法
第
 3
21
条
の
８
第
52
項
に
規
定
す
る

 
特
定
法
人
で
あ
る
内
国
法
人
は
、
第
１
項

 
の
規
定
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
よ
り
行

 
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
人
の
市
民
税
の

 
申
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

 
わ
ら
ず
、
同
条
第
52
項
及
び
施
行
規
則
で

 
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に

 
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
 

 
（
次
項
及
び
第
11
項
に
お
い
て
「
申
告
書

 
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
法
第
 7
62
条

 
第
１
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用

 
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、

 
地
方
税
共
同
機
構
（
第
11
項
に
お
い
て
 

 
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う

 
方
法
に
よ
り
市
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ

 
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
48
条
 
（
略
）
 

２
～
９
 
（
略
）
 
 

10
 
法
第
 3
21
条
の
８
第
42
項
に
規
定
す
る
 

 
特
定
法
人
で
あ
る
内
国
法
人
は
、
第
１
項
 

 
の
規
定
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
よ
り
行
 

 
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
人
の
市
民
税
の
 

 
申
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
 

 
わ
ら
ず
、
同
条
第
42
項
及
び
施
行
規
則
で
 

 
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
 

 
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
 

 
（
次
項
及
び
第
12
項
に
お
い
て
「
申
告
書
 

 
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
法
第
 7
62
条
 

 
第
１
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
 

 
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
 

 
地
方
税
共
同
機
構
（
第
12
項
に
お
い
て
 

 
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
 

 
方
法
に
よ
り
市
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
 

 
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 



 10
～
14
 
（
略
）

15
 
第
12
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
 

 
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
法
第
 3
21
条
の
 

 
８
第
69
項
の
処
分
又
は
前
項
の
届
出
書
の
 

 
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
 

 
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
 

 
以
後
の
第
12
項
前
段
の
期
間
内
に
行
う
第
 

 
９
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第
12
項
前
段
 

 
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
 

 
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同
項
前
 

 
段
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
 

 
で
な
い
。
 

16
 
（
略
）
 

 
（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
不
足
税
額
の
納
 

 
付
の
手
続
）
 

第
50
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
納
付
す
べ
 

 
き
税
額
を
増
加
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
類
 

 
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
 

 
て
「
増
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
 

 
と
き
（
当
該
増
額
更
正
に
係
る
市
民
税
に
 

 
つ
い
て
法
第
 3
21
条
の
８
第
１
項
、
第
２
 

 
項
又
は
第
31
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
 

 
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
初
申
告
書
」
と
 

 
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
 

 
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
 

 
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
 

 
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
 

 
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
 

 
た
後
に
、
当
該
増
額
更
正
が
あ
っ
た
と
き
 

 
に
限
る
。
）
は
、
当
該
増
額
更
正
に
よ
り
 

 
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告
書
に
 

 
係
る
税
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
 

 
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
に
 

 
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、

 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
 

 
る
期
間
（
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
 

 
り
市
民
税
を
免
れ
た
法
人
に
つ
い
て
さ
れ
 

 
た
当
該
増
額
更
正
に
よ
り
納
付
す
べ
き
市
 

 
民
税
又
は
令
第
48
条
の
15
の
４
第
４
項
に
 

 
規
定
す
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
 

 
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
を
延
滞
金
の
 

11
～
15

（
略
）

16
 
第
13
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て

 
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
法
第
 3
21
条
の

 
８
第
51
項
の
処
分
又
は
前
項
の
届
出
書
の

 
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
処
分

 
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の
翌
日

 
以
後
の
第
13
項
前
段
の
期
間
内
に
行
う
第

 
10
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第
13
項
前
段

 
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

 
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同
項
前

 
段
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

 
で
な
い
。
 

17
 
（
略
）
 

 
（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
不
足
税
額
の
納

 
付
の
手
続
）
 

第
50
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
納
付
す
べ

 
き
税
額
を
増
加
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
類

 
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

 
て
「
増
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た

 
と
き
（
当
該
増
額
更
正
に
係
る
市
民
税
に

 
つ
い
て
法
第
 3
21
条
の
８
第
１
項
、
第
２

 
項
、
第
４
項
又
は
第
19
項
に
規
定
す
る
申

 
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
初
申

 
告
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、

 
か
つ
、
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り

 
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
 

 
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ

 
の
項
に
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）

 
が
あ
っ
た
後
に
、
当
該
増
額
更
正
が
あ
っ

 
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
増
額
更
正

 
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申

 
告
書
に
係
る
税
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当

 
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の

 
部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ

 
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

 
次
に
掲
げ
る
期
間
（
詐
偽
そ
の
他
不
正
の

 
行
為
に
よ
り
市
民
税
を
免
れ
た
法
人
に
つ

 
い
て
さ
れ
た
当
該
増
額
更
正
に
よ
り
納
付

 
す
べ
き
市
民
税
又
は
令
第
48
条
の
15
の
５

 
第
４
項
に
規
定
す
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、

 
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
を
延

 

10
～
14
 
（
略
）

15
 
第
12
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て

 
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
法
第
 3
21
条
の

 
８
第
61
項
の
処
分
又
は
前
項
の
届
出
書
の

 
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
処
分

 
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の
翌
日

以
後
の
第
12
項
前
段
の
期
間
内
に
行
う
第

 
９
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第
12
項
前
段

 
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

 
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同
項
前

 
段
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

 
で
な
い
。
 

16
 
（
略
）
 

 
（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
不
足
税
額
の
納

 
付
の
手
続
）
 

第
50
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
納
付
す
べ

 
き
税
額
を
増
加
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
類

 
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

 
て
「
増
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た

 
と
き
（
当
該
増
額
更
正
に
係
る
市
民
税
に

 
つ
い
て
法
第
 3
21
条
の
８
第
１
項
、
第
２

 
項
又
は
第
31
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以

 
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
初
申
告
書
」
と

 
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、

 
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す

 
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に

 
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

 
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ

 
た
後
に
、
当
該
増
額
更
正
が
あ
っ
た
と
き

 
に
限
る
。
）
は
、
当
該
増
額
更
正
に
よ
り

 
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告
書
に

 
係
る
税
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税

 
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
に

 
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、

 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ

 
る
期
間
（
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ

 
り
市
民
税
を
免
れ
た
法
人
に
つ
い
て
さ
れ

た
当
該
増
額
更
正
に
よ
り
納
付
す
べ
き
市

 
民
税
又
は
令
第
48
条
の
15
の
５
第
４
項
に

 
規
定
す
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号

 
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
を
延
滞
金
の

11
～
15

（
略
）

16
 
第
13
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
 

 
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
法
第
 3
21
条
の
 

 
８
第
51
項
の
処
分
又
は
前
項
の
届
出
書
の
 

 
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
 

 
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
 

 
以
後
の
第
13
項
前
段
の
期
間
内
に
行
う
第
 

 
10
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第
13
項
前
段
 

 
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
 

 
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同
項
前
 

 
段
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
 

 
で
な
い
。
 

17
 
（
略
）
 

 
（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
不
足
税
額
の
納
 

 
付
の
手
続
）
 

第
50
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
納
付
す
べ
 

 
き
税
額
を
増
加
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
類
 

 
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
 

 
て
「
増
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
 

 
と
き
（
当
該
増
額
更
正
に
係
る
市
民
税
に
 

 
つ
い
て
法
第
 3
21
条
の
８
第
１
項
、
第
２
 

 
項
、
第
４
項
又
は
第
19
項
に
規
定
す
る
申
 

 
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
初
申
 

 
告
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、

 
か
つ
、
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
 

 
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
 

 
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
 

 
の
項
に
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）

 
が
あ
っ
た
後
に
、
当
該
増
額
更
正
が
あ
っ
 

 
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
増
額
更
正
 

 
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
 

 
告
書
に
係
る
税
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当
 

 
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
 

 
部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
 

 
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
 

 
次
に
掲
げ
る
期
間
（
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
 

 
行
為
に
よ
り
市
民
税
を
免
れ
た
法
人
に
つ
 

い
て
さ
れ
た
当
該
増
額
更
正
に
よ
り
納
付
 

す
べ
き
市
民
税
又
は
令
第
48
条
の
15
の
５
 

 
第
４
項
に
規
定
す
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、

 
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
を
延
 



  
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。

  
⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 
（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
納
期
限
の
延
長
 

 
の
場
合
の
延
滞
金
）
 

第
52
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
50
条
第
４
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
 

 
延
滞
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
 

 
合
に
お
い
て
、
同
条
第
４
項
中
「
前
項
の
 

 
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
期
間
 

 
（
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民
 

 
税
を
免
れ
た
法
人
に
つ
い
て
さ
れ
た
当
該
 

 
増
額
更
正
に
よ
り
納
付
す
べ
き
市
民
税
又
 

 
は
令
第
48
条
の
15
の
４
第
４
項
に
規
定
す
 

 
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
に
掲
げ
 

 
る
期
間
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
 

 
「
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
 

 
す
べ
き
税
額
の
納
付
が
あ
っ
た
日
（
そ
の
 

 
日
が
第
52
条
第
１
項
の
法
人
税
額
の
課
税
 

 
標
準
の
算
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
以
後
２
 

 
月
を
経
過
し
た
日
よ
り
前
で
あ
る
場
合
に
 

 
は
、
同
日
）
か
ら
同
条
第
１
項
の
申
告
書
 

 
の
提
出
期
限
ま
で
の
期
間
」
と
読
み
替
え
 

 
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
特
例
）

第
４
条
 
当
分
の
間
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
 

 
９
年
法
律
第
89
号
）
第
15
条
第
１
項
（
第
 

 
１
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
 

 
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
 

 
率
が
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め
 

 
ら
れ
る
日
か
ら
そ
の
後
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
 

 
ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
 

 
期
間
（
当
該
期
間
内
に
前
条
第
２
項
の
規
 

 
定
に
よ
り
第
52
条
第
１
項
に
規
定
す
る
延
 

 
滞
金
の
割
合
を
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 

 
加
算
し
た
割
合
と
す
る
年
に
含
ま
れ
る
期
 

 
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
期
間
を
除
く
。

 
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
 

 
い
う
。
）
内
（
法
人
税
法
第
75
条
の
２
第
 

 
１
項
（
同
法
第
 1
44
条
の
８
に
お
い
て
準
 

 
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
 

 
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控

 
除
す
る
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 
（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
納
期
限
の
延
長

 
の
場
合
の
延
滞
金
）
 

第
52
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
50
条
第
４
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の

 
延
滞
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

 
合
に
お
い
て
、
同
条
第
４
項
中
「
前
項
の

 
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
期
間

 
（
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民

 
税
を
免
れ
た
法
人
に
つ
い
て
さ
れ
た
当
該

 
増
額
更
正
に
よ
り
納
付
す
べ
き
市
民
税
又

 
は
令
第
48
条
の
15
の
５
第
４
項
に
規
定
す

 
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
に
掲
げ

 
る
期
間
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
 

 
「
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付

 
す
べ
き
税
額
の
納
付
が
あ
っ
た
日
（
そ
の

 
日
が
第
52
条
第
１
項
の
法
人
税
額
の
課
税

 
標
準
の
算
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
以
後
２

 
月
を
経
過
し
た
日
よ
り
前
で
あ
る
場
合
に

 
は
、
同
日
）
か
ら
同
条
第
１
項
の
申
告
書

 
の
提
出
期
限
ま
で
の
期
間
」
と
読
み
替
え

 
る
も
の
と
す
る
。
 

附
 
則
 

 
（
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
特
例
）

第
４
条
 
当
分
の
間
、
日
本
銀
行
法
（
平
成

 
９
年
法
律
第
89
号
）
第
15
条
第
１
項
（
第

 
１
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

 
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引

 
率
が
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め

 
ら
れ
る
日
か
ら
そ
の
後
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン

 
ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の

 
期
間
（
当
該
期
間
内
に
前
条
第
２
項
の
規

 
定
に
よ
り
第
52
条
第
１
項
及
び
第
４
項
に

 
規
定
す
る
延
滞
金
の
割
合
を
前
条
第
２
項

 
に
規
定
す
る
加
算
し
た
割
合
と
す
る
年
に

 
含
ま
れ
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

 
期
間
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
 

 
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
内
（
法
人
税

 
法
第
75
条
の
２
第
１
項
（
同
法
第
 1
44
条

 
の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

 

計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。

 
⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
納
期
限
の
延
長

 
の
場
合
の
延
滞
金
）
 

第
52
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

                                   

滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
 

 
除
す
る
。
 

 
⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 
（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
納
期
限
の
延
長
 

 
の
場
合
の
延
滞
金
）
 

第
52
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

     

 



  
延
長
さ
れ
た
法
第

32
1条

の
８
第
１
項
に
 

 
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
当
該
年
 

 
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
 

 
以
後
に
到
来
す
る
こ
と
と
な
る
市
民
税
に
 

 
係
る
申
告
基
準
日
が
特
例
期
間
内
に
到
来
 

 
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
市
民
税
に
係
る
 

 
第
52
条
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
に
あ
っ
て
 

 
は
、
当
該
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
 

 
定
め
ら
れ
る
日
か
ら
当
該
延
長
さ
れ
た
申
 

 
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
の
期
間
内
）
は
、
 

 
特
例
期
間
内
に
そ
の
申
告
基
準
日
の
到
来
 

 
す
る
市
民
税
に
係
る
第
52
条
第
１
項
及
び
 

 
第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
 7
.3
パ
 

 
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
及
 

 
び
前
条
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
 

 
当
該
年
 7
.3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
と
当
該
 

 
申
告
基
準
日
に
お
け
る
当
該
商
業
手
形
の
 

 
基
準
割
引
率
の
う
ち
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
 

 
の
割
合
を
超
え
る
部
分
の
割
合
を
年
0.
25
 

 
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
除
し
て
得
た
数
を
 

 
年
0.
73
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
乗
じ
て
計
 

 
算
し
た
割
合
と
を
合
計
し
た
割
合
（
当
該
 

 
合
計
し
た
割
合
が
年
12
.7
75
パ
ー
セ
ン
ト
 

 
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
12
.7
75
 

 
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
す
る
。
 

    ２
 
前
項
に
規
定
す
る
申
告
基
準
日
と
は
、
 

 
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
の
末
 

 
日
後
２
か
月
を
経
過
し
た
日
の
前
日
（
そ
 

 
の
日
が
民
法
第
 1
42
条
に
規
定
す
る
休
日
、

 
土
曜
日
又
は
12
月
29
日
、
同
月
30
日
若
し
 

 
く
は
同
月
31
日
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
 

 
れ
ら
の
日
の
翌
日
）
を
い
う
。
 

 

 
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第

32
1条

 
の
８
第
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出

 
期
限
又
は
法
人
税
法
第
81
条
の
24
第
１
項

 
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第
 3
21
条

 
の
８
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出

 
期
限
が
当
該
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に

 
定
め
ら
れ
る
日
以
後
に
到
来
す
る
こ
と
と

 
な
る
市
民
税
に
係
る
申
告
基
準
日
が
特
例

 
期
間
内
に
到
来
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

 
市
民
税
に
係
る
第
52
条
の
規
定
に
よ
る
延

 
滞
金
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
 5
.5
パ
ー
セ

 
ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
日
か
ら
当
該

 
延
長
さ
れ
た
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
の

 
期
間
内
）
は
、
特
例
期
間
内
に
そ
の
申
告

 
基
準
日
の
到
来
す
る
市
民
税
に
係
る
第
52

 
条
第
１
項
及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞

 
金
の
年
 7
.3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ

 
れ
ら
の
規
定
及
び
前
条
第
２
項
の
規
定
に

 
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
 7
.3
パ
ー
セ
ン
ト

 
の
割
合
と
当
該
申
告
基
準
日
に
お
け
る
当

 
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
の
う
ち
年
 

 
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
部
分

 
の
割
合
を
年
0.
25
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で

 
除
し
て
得
た
数
を
年
0.
73
パ
ー
セ
ン
ト
の

 
割
合
に
乗
じ
て
計
算
し
た
割
合
と
を
合
計

 
し
た
割
合
（
当
該
合
計
し
た
割
合
が
年
 

 
12
.7
75
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場

 
合
に
は
、
年
12
.7
75
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）

 
と
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
申
告
基
準
日
と
は
、

 
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
又
は

 
法
第
 3
21
条
の
８
第
４
項
に
規
定
す
る
連

 
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
の

 
末
日
後
２
か
月
を
経
過
し
た
日
の
前
日
 

 
（
そ
の
日
が
民
法
第
 1
42
条
に
規
定
す
る

 
休
日
、
土
曜
日
又
は
12
月
29
日
、
同
月
30

 
日
若
し
く
は
同
月
31
日
に
該
当
す
る
と
き

 
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
）
を
い
う
。
 

 
 

                                     
 

  



 
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

市
民

税
に

関
す

る
経

過
措

置
）

 

第
２

条
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
西

脇
市

税
条

例
（

以
下

「
新

条
例

」
と

い
う

。
）

第
3
6
条

の
３

の
２

第
４

項
の

規
定

は
、

こ
の

条
例

 

 
の

施
行

の
日

（
以

下
こ

の
条

及
び

附
則

第
４

条
第

１
項

に
お

い
て

「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

以
後

に
行

う
第

3
6
条

の
３

の
２

第
４

項
に

規
定

す
 

 
る

電
磁

的
方

法
に

よ
る

同
項

に
規

定
す

る
申

告
書

に
記

載
す

べ
き

事
項

の
提

供
に

つ
い

て
適

用
し

、
施

行
日

前
に

行
っ

た
第

１
条

の
規

定
に

よ
 

 
る

改
正

前
の

西
脇

市
税

条
例

（
次

項
に

お
い

て
「

旧
条

例
」

と
い

う
。

）
第

3
6
条

の
３

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る

電
磁

的
方

法
に

よ
る

同
項

に
 

 
規

定
す

る
申

告
書

に
記

載
す

べ
き

事
項

の
提

供
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

２
 

新
条

例
第

3
6
条

の
３

の
３

第
４

項
の

規
定

は
、

施
行

日
以

後
に

行
う

新
条

例
第

3
6
条

の
３

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る

電
磁

的
方

法
に

よ
る

新
 

 
条

例
第

3
6
条

の
３

の
３

第
４

項
に

規
定

す
る

申
告

書
に

記
載

す
べ

き
事

項
の

提
供

に
つ

い
て

適
用

し
、

施
行

日
前

に
行

っ
た

旧
条

例
第

3
6
条

の
 

 
３

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る

電
磁

的
方

法
に

よ
る

旧
条

例
第

3
6
条

の
３

の
３

第
４

項
に

規
定

す
る

申
告

書
に

記
載

す
べ

き
事

項
の

提
供

に
つ

い
 

 
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
（

固
定

資
産

税
に

関
す

る
経

過
措

置
）

 

第
３

条
 

別
段

の
定

め
が

あ
る

も
の

を
除

き
、

新
条

例
の

規
定

中
固

定
資

産
税

に
関

す
る

部
分

は
、

令
和

３
年

度
以

後
の

年
度

分
の

固
定

資
産

税
 

 
に

つ
い

て
適

用
し

、
令

和
２

年
度

分
ま

で
の

固
定

資
産

税
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

２
 

平
成

3
0
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
取

得
さ

れ
た

地
方

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

３
年

法
律

第
７

号
）

 

 
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

地
方

税
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
 
2
2
6
号

。
次

項
に

お
い

て
「

旧
法

」
と

い
う

。
）

附
則

第
1
5
条

第
８

項
に

規
 

 
定

す
る

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

に
対

し
て

課
す

る
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

３
 

生
産

性
向

上
特

別
措

置
法

（
平

成
3
0
年

法
律

第
2
5
号

）
の

施
行

の
日

か
ら

令
和

３
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
期

間
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

適
 

 
用

期
間

」
と

い
う

。
）

内
に

旧
法

附
則

第
1
5
条

第
4
1
項

に
規

定
す

る
中

小
事

業
者

等
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

中
小

事
業

者
等

」
と

い
う

。
）

 

 
が

取
得

（
同

条
第

4
1
項

に
規

定
す

る
取

得
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
し

た
同

条
第

4
1
項

に
規

定
す

る
機

械
装

置
等

（
以

下
 

 
こ

の
項

に
お

い
て

「
機

械
装

置
等

」
と

い
う

。
）

（
中

小
事

業
者

等
が

、
同

条
第

4
1
項

に
規

定
す

る
リ

ー
ス

取
引

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

 

 
「

リ
ー

ス
取

引
」

と
い

う
。

）
に

係
る

契
約

に
よ

り
機

械
装

置
等

を
引

き
渡

し
て

使
用

さ
せ

る
事

業
を

行
う

者
が

適
用

期
間

内
に

取
得

を
し

た
 

 
同

条
第

4
1
項

に
規

定
す

る
先

端
設

備
等

に
該

当
す

る
機

械
装

置
等

を
、

適
用

期
間

内
に

リ
ー

ス
取

引
に

よ
り

引
渡

し
を

受
け

た
場

合
に

お
け

る
 

 
当

該
機

械
装

置
等

を
含

む
。

）
に

対
し

て
課

す
る

固
定

資
産

税
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

 
（

軽
自

動
車

税
に

関
す

る
経

過
措

置
）

 

第
４

条
 

新
条

例
の

規
定

中
軽

自
動

車
税

の
環

境
性

能
割

に
関

す
る

部
分

は
、

施
行

日
以

後
に

取
得

さ
れ

た
３

輪
以

上
の

軽
自

動
車

に
対

し
て

課
 

 
す

べ
き

軽
自

動
車

税
の

環
境

性
能

割
に

つ
い

て
適

用
し

、
施

行
日

前
に

取
得

さ
れ

た
３

輪
以

上
の

軽
自

動
車

に
対

し
て

課
す

る
軽

自
動

車
税

の
 

 
環

境
性

能
割

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

２
 

新
条

例
の

規
定

中
軽

自
動

車
税

の
種

別
割

に
関

す
る

部
分

は
、

令
和

３
年

度
以

後
の

年
度

分
の

軽
自

動
車

税
の

種
別

割
に

つ
い

て
適

用
し

、
 



 
令

和
２

年
度

分
ま

で
の

軽
自

動
車

税
の

種
別

割
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

 
（

都
市

計
画

税
に

関
す

る
経

過
措

置
）

 

第
５

条
 

新
条

例
の

規
定

中
都

市
計

画
税

に
関

す
る

部
分

は
、

令
和

３
年

度
以

後
の

年
度

分
の

都
市

計
画

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
令

和
２

年
度

分
 

 
ま

で
の

都
市

計
画

税
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

 


